
令和７年４月から、建築士特例(法第六条の四)の適用範囲が改正されます。

令和７年４月から、原則、全ての建築物が省エネ基準適合義務となります。

省エネ基準適合義務は、令和７年４月１日以降に工事に着手するものから適用されます。

法改正（建築基準法・建築物省エネ法）に伴う重要なお知らせ

(公財)沖縄県建設技術センターでは

令和７年３月１日～31日に

受付する建築確認申請について、

同意書を提出の上での受付となります。
※木造2階建ての建築物については、令和7年3月14日～31日の受付からとします。

※平屋建てかつ延べ面積200㎡以下は同意書の提出は不要です。

【省エネ適判の適用除外例】

○10㎡以下の新築・増改築
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○住宅で仕様基準で設計が行
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３月中は、４号建築物として建築士特例の

対象となるため、この規模の取扱いについ

ては、審査担当者にご確認下さい。
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令和７年４月以降、建築士特例が

適用されなくなる木造建築物の範囲

※構造関係規定の審査対象



【法改正の概要】

改正後の建築基準法（令和７年４月１日施行）※抜粋

（建築物の建築等に関する申請及び確認）

第六条　建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の大規模の修繕若

しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事

に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主

事又は建築副主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。（以下、略）

一　別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える

もの

二　前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超える建築物

三　前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域（いずれも都道府県知事が都道府県都

市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。）若しくは景観法（平成十六年法律第百十号）第七十四条第一

項の準景観地区（市町村長が指定する区域を除く。）内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の

全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

（建築物の建築に関する確認の特例）

第六条の四　第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる

建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。

以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この

条及び次条において同じ」とする。

一　第六十八条の十第一項の認定を受けた型式（次号において「認定型式」という。）に適合する建築材料を用いる

建築物

二　認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物

三　第六条第一項第三号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

改正後の建築物省エネ法（令和７年４月１日施行）※抜粋

（建築主の基準適合義務）

第十条　建築主は、建築物の建築（エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のもの

を除く。）をしようとするときは、当該建築物（増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築

物の部分）を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。

２　前項の規定は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定とみなす。（以下、略）

（建築物エネルギー消費性能適合性判定）

第十一条　建築主は、前条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建

築（建築基準法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第一項

及び第二項において「特定建築行為」という。）であって、同法第六条第一項の規定による確認を要するもの（以下

この条において「要確認特定建築行為」という。）をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネル

ギー消費性能確保計画（特定建築行為に係る建築物（増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする

建築物の部分）のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定（建築物エネルギー消費性能確保計画が建

築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。）を受けなければならない。ただし、要

確認特定建築行為が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定

める特定建築行為である場合は、この限りでない。


